
時　　期 内　　　　　容 様　　　式 摘　　要

○排水設備新設等（変更）確認申請書 農集施設条例施行規程第４条

（様式第１号）

※共同利用の場合は、 農集施設条例施行規程第６条

○排水設備等共同施設許可申請書 （様式第３号）

農集施設条例施行規程第５条

（様式第２号）

分担金徴収条例施行規程第4･5条

（様式第１号）

排水設備工事の手続き　（農業集落排水事業）

（※法令根拠～農業集落排水処理施設条例及び施行規程・農業集落排水事業分担金徴収条例及び施行規程）

工事着手の７日前
までに

申請者→市長

計画確認後

○排水設備新設等確認通知書

○受益者分担金決定通知書・納入通知書
　※納期：納入通知書発行後１ヶ月

市長→申請者

工事着手前日
までに

○排水設備等工事着手届
農集施設条例施行規程第７条

（様式第４号）
申請者→市長

工事完了後 ○排水設備等工事完了届兼工事検査申請書
農集施設条例施行規程第８条

（様式第５号）
申請者→市長

適時 立会検査 市

検査合格後 ○排水設備等検査済証
農集施設条例施行規程第８条

（様式第６号）
市長→申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　（０８７９）　２６　－　１３４４

使用開始までに ○排水処理施設使用開始届
農集施設条例施行規程第１４条

（様式第１２号）
申請者→市長

○お問い合わせ　：　東かがわ市役所　都市整備課　下水道グル－プ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　（０８７９）　２６　－　１３０４


